








でんさいネットのご利用の際の留意事項について 

項目 ご注意いただきたいこと 

でんさい*3 の発生 

（手形の振出に相当） 

➢ でんさいを発生させる際の債権金額は、1 万円以上100 億円未

満です。なお、債権金額は、1 円単位で設定いただけます。 

➢ でんさいの支払期日（手形のサイト）は、電子記録年月日（で   

んさいの発生日）から起算して7 銀行営業日経過した日以降で

10年後の応当日までの範囲で設定いただけます。 

*2 参加金融機関 
全国の銀行、信用金庫、信用組合、農協系統金融機関等、でんさ

いのサービスを提供できる金融機関のことです。 

 








